
 

長崎県営住宅等指定管理者の候補者選定について 

 

 

１． 指定管理者候補者 

   （１）長崎地区（長崎市、長与町、時津町） 

     長崎県住宅供給公社（長崎市元船町 1番７号 長崎県大波止ビル６階） 

     理事長 森 邦芳 

   （２）佐世保地区（佐世保市） 

     長崎県住宅供給公社（長崎市元船町 1番７号 長崎県大波止ビル６階） 

     理事長 森 邦芳 

   （３）県央地区（諫早市、大村市） 

     長崎県住宅供給公社（長崎市元船町 1番７号 長崎県大波止ビル６階） 

     理事長 森 邦芳 

   （４）西海市地区（西海市） 

     西海市（西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷２２２２番地） 

     西海市長 田中 隆一 

２．選定経過 

   （１）募集期間  平成２２年７月２６日～８月３１日 

   （２）応募団体   

公募  長崎地区（２者）、佐世保地区（４者）、県央地区（６者） 

非公募 西海市地区（１者）  

   （３）選定方法 

      平成２２年８月１２日から１０月２日まで、計３回開催された外部有識者５

名で構成される県営住宅等指定管理者選定委員会において、事業計画

書及び面接により審査を行った。 

   （４）選定委員 

      学識経験者２名、地域シンクタンク関係１名、公認会計士１名、生活・女

性の委員が１名の計５名。 

    (５)選定結果（１２０点×５名＝６００点満点）及び選定理由（公募） 

      審査基準及び評価の観点は別紙１「基本審査基準」のとおり 

     ○長崎地区 

       ①長崎県住宅供給公社 ５３９点 

       ②Ａ社            ４４３点   

（選定理由） 

採点結果では、個人情報を除く審査基準の各項目で、長崎県住宅供給

公社が他の申請者を上回る結果となった。 

特に、同公社の事業計画において、総合的な高齢者対策としての「あん

しんネットワーク」の構築や広報誌の発行、入居までの手続き回数の減等



の具体的な記述、提案がなされており、その有効性、実効性の評価により

選定した。 

 

○佐世保地区 

       ①長崎県住宅供給公社 ５０８点 

       ②Ａ社            ４８１点 

       ③Ｂ社            ４４３点 

       ④Ｃ社            ３８５点 

（選定理由） 

採点結果では、長崎県住宅供給公社と次点の申請者との合計点の差は

比較的小さかったが、審査基準のいずれの項目においても、同公社が次点

の申請者を下回ることはなく、特に、サービスの向上等でやや差がついた。 

また、同公社の事業計画中、総合的な高齢者対策としての「あんしんネッ

トワーク」の構築、広報誌の発行、入居までの手続き回数の減等入居者等

に対するサービスの有効性、実効性を評価したこと、一方、次点の申請者

の佐世保地区での賃貸住宅の管理実績が少ないことを勘案し、同公社を

選定した。 

 

○県央地区 

       ①長崎県住宅供給公社 ５１８点 

       ②Ａ社            ４５２点 

       ③Ｂ社            ４３２点 

       ④Ｃ社            ４２９点 

       ⑤Ｄ社            ４１３点 

       ⑥Ｅ社            ３７６点 

     （選定理由） 

   採点結果では、審査基準の全ての項目で長崎県住宅供給公社が他の申

請を大きく上回っている。 

事業計画においては、特に、生活弱者のための公的賃貸住宅としての認

識、総合的な高齢者対策としての「あんしんネットワーク」の構築や、広報誌

の発行、入居までの手続き回数の減等の具体的な記述、提案がなされてお

り、それらの入居者等に対するサービスの有効性、実効性を評価し、選定し

た。 

 

○全体審査講評 

選定された申請者以外にも特色ある事業計画が見られた。 

今後とも、申請者各位においては、少子高齢化や社会環境の変化に対

応した的確な管理と、生活弱者対策としての公共の福祉を目的とした公的

賃貸住宅の管理のあり方について、安全・安心等の観点から、きめ細やか



な具体的施策の提案を求めたい。 

 

   (６) 西海市への大島地区（浜町団地・真砂団地）の県営住宅の指定管理の審

議について（非公募） 

  

○審議結果     西海市を指定管理候補者として選定 

 

○選定理由 

・募集関係を西海市が行うことにより、県営、市営を含めた公営住宅の

募集を一括して行うことにより、西海市の入居希望者に対して、より効

率的に住宅を提供することができる。 

・県営住宅は市営住宅と併設して建設しており、敷地も含めて一体的

に管理する必要がある。（土地については市より無償で借受） 

・退去補修や一般修繕についても、県営、市営を含めて同じ管理を行

うことで、公営住宅の入居者に対して公平なサービスの提供をすること

ができる。 

 

（７）議事要旨 

     別紙２「長崎県営住宅等指定管理者選定委員会 議事要旨」のとおり 

 

   （８）事業計画書 

      長崎県住宅供給公社事業計画書（長崎地区） 

      長崎県住宅供給公社事業計画書（佐世保地区） 

      長崎県住宅供給公社事業計画書（県央地区） 

      西海市事業計画書（西海市地区） 

      長崎県土木部住宅課で閲覧できます（平成２２年１１月１０日～） 

 

３．今後のスケジュール  

   （１）平成２２年１１月定例県議会に議案提出（公の施設の指定管理者の指定

について） 

   （２）議決後、指定管理者として知事が指定 

   （３）指定管理期間  平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日（５年間） 

 

４．問い合わせ先 

   〒８５０－８５７０  長崎市江戸町２番１３号 長崎県土木部住宅課 

   電話 ０９５－８９４－３１０２ ／ＦＡＸ ０９５－８９４－３４６４ 

   Ｅ－mail   ｓ08070@pref.nagasaki.lg.jp 
 



(別紙１）

 

配 点

・ 法令等の遵守の姿勢はどうか

・ 公営住宅法に基づく業務を理解しているか

・ 職員の資質向上の方策があるか

・ 管理の理念・運営方針は適正か

・
福祉への理解はあるか
（高齢者、障害者等への配慮等）

（小　　　　計） （ 10 ）

(1)
県民（入居申込者等）への
サービスの向上策

10 ・ 県民サービスの提案があるか

(2)
入居者へのサービスの向
上策

10 ・ 入居者サービスの提案があるか

（小　　　　計） （ 20 ）

(1) セキュリティー対策 10 ・ 保護、管理対策を講じているか

(2) 監視・監督体制の確立 5 ・ 責任体制は明確になっているか

(3) 職員研修の実施等 5 ・ 職員の資質向上の方策はあるか

（小　　　　計） （ 20 ）

(1) 経営状況の健全性 10 ・ 経営状況は安定しているか

(2) 管理の実績 5 ・ 賃貸住宅の管理実績（県内）

・ 緊急対応（２４時間）体制は確立しているか

・ 各種苦情の処理体制は確立しているか

・
各種申請の指導・受付体制は確立している
か

・ 業務を行う事務所の位置・スペースは適切か

・ 徴収員事務スペースは確保しているか

・ 駐車場はあるか

・ 人員の配置は適当か

・
有資格者を配置しているか
（マンション管理士、管理業務主任者、１・２級
建築士、防火管理者、管理経験者）

（小　　　　計） （ 30 ）

5 ・ 人件費の縮減方策はどうか

5 ・ 修繕費の縮減方策はどうか

5 ・ 保守管理費の縮減方策はどうか

5 ・ 一般管理費の縮減方策はどうか

（小　　　　計） （ 20 ）

（合　　　　計） （ 100 ）

① 高齢者対策 5 ・ 一人暮らしの高齢者等に対するサポート提案

② 建物長寿命化対策 5 ・ 建物の長寿命化についての提案

③ 家賃滞納対策 5 ・ 家賃滞納予防策についての提案

④ その他 5 ・ その他、特に提案したいこと

（合　　　　計） （ 20 ）

　　総　合　点

評 価 の 観 点

(3)③

　基本審査基準

5

5

区 分

公的賃貸住宅の認識と
管理の基本方針

1

(2)
公的賃貸住宅の責務と管
理の在り方

事 項

6
重点課題等への取り組み提
案

(3)②

4 管理業務等

個人情報の保護

(1)

5

5

物的管理能力（当該地区） 5

関係法令等の理解

5 縮減方策

2 サービスの向上

管理運営体制の確立

管理経費の縮減 (1)

人的管理能力

(3)①

3



 (別紙２) 
長崎県営住宅等指定管理者選定委員会 議事要旨 

 

１． 開催状況 
第１回  平成２２年８月１２日（木） １３時３０分～ 

第２回  平成２２年９月８日（水）  １３時３０分～ 

第３回  平成２２年１０月２日（土） １３時～ 

 

２． 審議内容 
 【第１回 指定管理者選定委員会】 

①対象施設の概要、募集要項等についての事務局からの説明 
    ②審査の進め方についての審議 
    ③審査基準の項目及び配点等についての審議 

 

 【第２回 指定管理者選定委員会】 

   ①応募状況についての事務局からの説明 

②審査基準に沿って採点方法、留意点等の協議。項目毎に相対比較で採点
を行うことを確認した。 

    ③ヒアリング対象者の決定（※今回は、全応募者を対象） 
    ④各委員が、事業計画書により第３回委員会までに仮採点しておくことの決

定 
 

 【第３回 指定管理者選定委員会】 

①応募者による事業計画等の説明（ヒアリング） 
    ②各委員の採点、集計、審議を経て各地区候補者の決定 
 
３．ヒアリング時の応募者への主な質疑 
    
○事業計画に記載された人員体制のうち、県営住宅管理専任の人員数につい
て 

 
○経費縮減の具体的方策について 
 
○高齢の入居者等への対策について 
 
○管理戸数が比較的少ない応募者に対して、賃貸住宅の管理方策について 
 
○分譲住宅の管理がこれまで主な業務であった応募者に対して、分譲と賃貸の
違いの認識及び賃貸住宅の管理の方策について 

 

 


